
建築基準法第４３条第２項
第２号提案基準による許可物件

議案第２号

令和４年度 第２回建築審査会



議 案 番 号 第 ２ 号

適 用 条 文 建築基準法第４３条第２項第２号

申 請 者

敷 地 の 位 置 堺市北区南花田町９８番１２

地 域 ・ 地 区
第一種住居地域及び一部第二種住居地域、
指定建蔽率60%、指定容積率200%、準防火地域

主 要 用 途 一戸建ての住宅

申 請 建 築 物 用 途 一戸建ての住宅

工 事 種 別 新築

構 造 鉄骨造

申請部分 申請以外の部分 合計

敷 地 面 積 70.67㎡ 70.67㎡

建 築 面 積 38.88㎡ 38.88㎡

延 べ 面 積 103.27㎡ 103.27㎡

建 蔽 率 55.02% 55.02%

容 積 率 146.13% 146.13%

建築物の高さ
最 高 9.551m

軒 高 8.450m

建 築 物 の 階 数 3



議 案 番 号 第 ３ 号

周 囲 の
状 況

申請地は、大阪メトロ御堂筋線北花田駅の南東側約1,200ｍに位置し、北側約20ｍで松原市道我堂一津屋線に接続してい
る。
近隣施設としては、敷地南側約550ｍに大阪府営大泉緑地が、南西側約1,700ｍには堺市立金岡公園が整備されている。
また、申請地は、第一種住居地域及び一部第二種住居地域に指定されている。

調査意見

本件道路状空地は、幅員が３．９１５ｍ～４．２４１ｍのアスファルト舗装で、L型側溝を含め、道路形態が整備され、角敷地
部分を除いて幅員４ｍ以上が確保されており、一戸建ての住宅９棟が建ち並んでいる。
延長距離は、２９．４２９ｍであり、３５ｍ以下である。
許可の対象となるこの空地にのみ面している建築物は７棟である。いずれの建築物も登記簿上昭和４６年１２月から昭和４
７年４月かけて新築されており、２０年以上経過している。予定建築物も準耐火の一戸建て住宅の建て替えを計画している。
本件道路状空地は、通路部分の所有者により協定が締結されることで一括同意基準（カ）号に該当すると判断できる。
しかしながら、通路部分の所有者は法人名義で登記されており、法人登記簿上当該法人は平成２７年１月２０日付で登記
官の職権により解散の旨が登記されている。清算結了はされておらず、法人格は失われていなことから、申請代理人により
本店所在地や代表取締役の住所を訪問するなど、可能な調査を行ったが、所在が不明で、協定が締結できない状況である。
当該空地の管理及びトラブル等は、協力して対処する旨の上申書が空地に面した土地所有者から提出されており、空地
の確保が担保されていると判断できる。
なお、本件申請地に隣接する９８番１１において今回と同様、平成１６年度第４回建築審査会の同意を得て許可している。
以上のことから、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断し、一括同意基準に該当しないものとして、個別案
件として建築審査会の同意を得て条件を付した上で許可するに支障がないものと思われる。

許可条件

・許可にかかる建築物は、その敷地が接する道路状空地を［道路］と読み替えて、建築基準関係規程に適合するものである
こと。
・既存の用途の建て替えで、地階を除く階数が２以下であること。（耐火建築物、準耐火建築物又は防火上有効な措置がな
されている場合は、地階を除く階数を３以下とすることができる）。
・確認申請の受付までに申請地前面の後退整備がなされていること。

許可基準 運 用 基 準 （個 別 同 意 基 準）



議案書
０１．位置図
０２．付近見取図
０３．道路種別色分図
０４．協定通路現況図
０５．土地利用計画図

現況写真
０６．各階平面図
０７．立面図
０８．断面図
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議 案 番 号 第 ２ 号

周 囲 の
状 況

申請地は、大阪メトロ御堂筋線北花田駅の南東側約1,200ｍに位置し、北側約20ｍで松原市道我堂一津屋線に接続してい
る。
近隣施設としては、敷地南側約550ｍに大阪府営大泉緑地が、南西側約1,700ｍには堺市立金岡公園が整備されている。
また、申請地は、第一種住居地域及び一部第二種住居地域に指定されている。

調査意見

本件道路状空地は、幅員が３．９１５ｍ～４．２４１ｍのアスファルト舗装で、L型側溝を含め、道路形態が整備され、角敷地
部分を除いて幅員４ｍ以上が確保されており、一戸建ての住宅９棟が建ち並んでいる。
延長距離は、２９．４２９ｍであり、３５ｍ以下である。
許可の対象となるこの空地にのみ面している建築物は７棟である。いずれの建築物も登記簿上昭和４６年１２月から昭和４
７年４月かけて新築されており、２０年以上経過している。予定建築物も準耐火の一戸建て住宅の建て替えを計画している。
本件道路状空地は、通路部分の所有者により協定が締結されることで一括同意基準（カ）号に該当すると判断できる。
しかしながら、通路部分の所有者は法人名義で登記されており、法人登記簿上当該法人は平成２７年１月２０日付で登記
官の職権により解散の旨が登記されている。清算結了はされておらず、法人格は失われていなことから、申請代理人により
本店所在地や代表取締役の住所を訪問するなど、可能な調査を行ったが、所在が不明で、協定が締結できない状況である。
当該空地の管理及びトラブル等は、協力して対処する旨の上申書が空地に面した土地所有者から提出されており、空地
の確保が担保されていると判断できる。
なお、本件申請地に隣接する９８番１１において今回と同様、平成１６年度第４回建築審査会の同意を得て許可している。
以上のことから、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断し、一括同意基準に該当しないものとして、個別案
件として建築審査会の同意を得て条件を付した上で許可するに支障がないものと思われる。

許可条件

・許可にかかる建築物は、その敷地が接する道路状空地を［道路］と読み替えて、建築基準関係規程に適合するものである
こと。
・既存の用途の建て替えで、地階を除く階数が２以下であること。（耐火建築物、準耐火建築物又は防火上有効な措置がな
されている場合は、地階を除く階数を３以下とすることができる）。
・確認申請の受付までに申請地前面の後退整備がなされていること。

許可基準 運 用 基 準 （個 別 同 意 基 準）


